
箕
面
市
自
動
車
改
造
助
成
金
交
付
要
綱

平
成
八
年
十
一
月
十
二
日
箕
面
市
訓
令
第
四
十
一
号

改
正

平
成
十
六
年
三
月
二
十
五
日
訓
令
第
九
号

改
正

平
成
二
十
二
年
九
月
一
日
訓
令
第
七
十
号

改
正

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
九
日
訓
令
第
四
十
七
号

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
障
害
者
に
対
し
て
自
動
車
の
改
造
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を

助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
者
の
社
会
参
加
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
助
成
金
の
交
付
の
対
象
者
）

第
二
条

箕
面
市
自
動
車
改
造
助
成
金
（
以
下
本
則
に
お
い
て
「
助
成
金
」
と
い
う
。
）

の
交
付
の
対
象
者
は
、
市
内
に
住
所
を
有
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
と
す
る
。
た
だ
し
、
助
成
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」

と
い
う
。
）
又
は
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
に
つ

い
て
、
助
成
金
の
交
付
の
申
請
を
す
る
月
の
属
す
る
年
度
（
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の

申
請
に
あ
っ
て
は
前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六

号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
所
得
割
の
額
が
四
十
六
万
円
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
で
、
そ
の
障
害
に
起
因
し
、
運
転
免
許

に
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
条

件
（
以
下
「
条
件
」
と
い
う
。
）
が
付
さ
れ
た
た
め
、
自
動
車
の
走
行
装
置
及
び
駆

動
装
置
を
改
造
す
る
必
要
が
あ
る
者
並
び
に
運
転
免
許
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
、

走
行
装
置
及
び
駆
動
装
置
を
改
造
し
た
自
動
車
を
購
入
す
る
必
要
が
あ
る
者
。
た

だ
し
、
前
回
の
助
成
金
の
交
付
の
決
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
間
の
う
ち
に
、

こ
の
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
助
成
を
受
け
た
者
を
除
く
。



二

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
車
椅
子
か
ら
移
乗
す
る
た
め
、

自
動
車
の
運
転
席
に
乗
降
補
助
装
置
等
を
装
着
し
、
及
び
改
造
す
る
必
要
が
あ
る

者
。
た
だ
し
、
前
回
の
助
成
金
の
交
付
の
決
定
の
日
か
ら
起
算
し
て
八
年
間
の
う

ち
に
、
こ
の
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
助
成
を
受
け
た
者
を
除
く
。

２

前
項
の
市
町
村
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
助
成
金
の
交
付
の
申
請
を
行
う
日
の
属

す
る
年
の
前
年
（
当
該
申
請
を
行
う
日
が
一
月
一
日
か
ら
六
月
三
十
日
ま
で
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
）
の
十
二
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
九
歳
未
満
の

扶
養
親
族
（
地
方
税
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
同
法
第
三
百
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
所
得

割
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

年
齢
十
六
歳
未
満
の
扶
養
親
族

三
十
三
万
円
に
当
該
年
齢
十
六
歳
未
満
の
扶

養
親
族
の
人
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

年
齢
十
六
歳
以
上
十
九
歳
未
満
の
扶
養
親
族

十
二
万
円
に
当
該
年
齢
十
六
歳

以
上
十
九
歳
未
満
の
扶
養
親
族
の
人
数
を
乗
じ
て
得
た
額

（
助
成
の
対
象
）

第
三
条

前
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
助
成
の
対
象
と
な
る
費
用
は
、

条
件
を
満
た
す
た
め
に
必
要
と
な
る
自
動
車
の
走
行
装
置
及
び
駆
動
装
置
の
改
造
に

要
す
る
費
用
と
す
る
。

２

前
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
係
る
助
成
の
対
象
と
な
る
費
用
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
動
車
の
乗
降
補
助
装
置
等
の
装
着
及
び
改
造
に
要

す
る
費
用
又
は
当
該
乗
降
補
助
装
置
等
を
装
備
し
た
自
動
車
の
購
入
費
用
の
う
ち
同

種
の
標
準
型
自
動
車
の
購
入
費
用
と
の
差
額
と
す
る
。

一

ス
テ
ッ
プ

二

手
す
り
及
び
グ
リ
ッ
プ



三

サ
ポ
ー
ト
シ
ー
ト
及
び
回
転
シ
ー
ト

四

車
椅
子
を
収
納
す
る
た
め
の
装
置

（
助
成
金
の
額
）

第
四
条

助
成
金
の
額
は
、
前
条
各
項
に
定
め
る
費
用
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
十
万
円
を
限

度
と
す
る
。

（
助
成
金
の
交
付
の
申
請
）

第
五
条

申
請
者
は
、
箕
面
市
自
動
車
改
造
助
成
金
交
付
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
、

第
三
条
に
規
定
す
る
助
成
の
対
象
の
区
分
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
助
成
金
の
交

付
を
申
請
で
き
る
の
は
、
一
台
の
自
動
車
の
改
造
等
に
係
る
費
用
と
す
る
。

一

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
成
の
対
象
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ニ

ま
で
に
掲
げ
る
書
類

イ

運
転
免
許
証
（
運
転
免
許
を
受
け
る
前
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
自
動
車
教
習

所
に
入
校
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
）
の
写
し

ロ

運
転
免
許
に
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
運
転
免
許
を
受

け
る
前
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
運
転
免
許
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
条
件
が
付
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
）

ハ

第
三
条
第
一
項
の
改
造
を
行
う
業
者
の
当
該
改
造
に
要
す
る
費
用
の
見
積
書

ニ

申
請
者
及
び
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
全
員
分
の
市
町
村
民
税
の
課
税
状
況
を

証
す
る
書
類
（
た
だ
し
、
当
該
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ

っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
、
申
請
者
が
市
長
に
対
し
て
申
請
者
本

人
及
び
そ
の
世
帯
員
に
係
る
公
簿
等
の
閲
覧
に
同
意
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

二

第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
助
成
対
象
に
該
当
す
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
掲
げ
る
書
類



イ

運
転
免
許
証
（
運
転
免
許
を
受
け
る
前
の
申
請
に
あ
っ
て
は
、
自
動
車
教
習

所
に
入
校
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
）
の
写
し

ロ

第
三
条
第
二
項
の
改
造
を
行
う
業
者
の
当
該
改
造
に
要
す
る
費
用
の
見
積
書

又
は
乗
降
補
助
装
置
等
を
装
備
し
た
自
動
車
の
購
入
費
用
及
び
同
種
の
標
準
型

自
動
車
の
購
入
費
用
が
分
か
る
書
類

ハ

申
請
者
及
び
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
全
員
分
の
市
町
村
民
税
課
税
状
況
を
証

す
る
書
類
（
た
だ
し
、
当
該
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き
事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ

て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
、
申
請
者
が
市
長
に
対
し
て
申
請
者
本
人

及
び
そ
の
世
帯
に
係
る
公
簿
等
の
閲
覧
に
同
意
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
省
略
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
）

（
助
成
金
の
交
付
の
決
定
）

第
六
条

市
長
は
、
箕
面
市
自
動
車
改
造
助
成
金
交
付
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、

申
請
内
容
を
審
査
の
う
え
、
助
成
の
可
否
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

市
長
は
、
助
成
の
可
否
を
決
定
し
た
と
き
は
、
箕
面
市
自
動
車
改
造
助
成
金
交
付

決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
助
成
金
の
請
求
）

第
七
条

第
六
条
に
規
定
す
る
助
成
金
の
交
付
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
申
請
者
は
、

対
象
と
な
る
自
動
車
の
改
造
又
は
購
入
後
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
市
長
に
助

成
金
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

一

改
造
又
は
購
入
に
係
る
領
収
書
等
の
写
し

二

助
成
の
対
象
と
な
る
箇
所
を
撮
影
し
た
写
真

（
助
成
金
の
返
還
）

第
八
条

市
長
は
、
申
請
者
が
虚
偽
の
申
請
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
助
成
金
の
交

付
を
受
け
た
と
き
は
、
助
成
金
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）



第
九
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
助
成
金
の
交
付
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

市
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
六
年
訓
令
第
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
箕
面
市
自
動
車
改
造
助
成
金
交
付
要
綱
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
処
分
、

手
続
き
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
箕
面
市
自
動
車
改
造
助
成
金
交
付
要
綱
の
規

定
に
よ
り
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
き
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

附

則
（
平
成
二
十
二
年
訓
令
第
七
十
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
要
綱
の
施
行
の
際
、
現
に
改
正
前
の
箕
面
市
自
動
車
改
造
助
成
金
交
付
要
綱

（
以
下
「
旧
要
綱
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
さ
れ
た
助
成
金
の
交
付

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
要
綱
の
施
行
後
に
お
い
て
、
過
去
に
旧
要
綱
に
基
づ
き
助
成
金
の
交
付
を
受

け
た
者
に
係
る
改
正
後
の
第
二
条
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
た
だ
し
書
き
中
「
こ
の
号
に
該
当
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
、「
こ
の
号
に
該
当
す

る
者
又
は
改
正
前
の
箕
面
市
自
動
車
改
造
助
成
金
交
付
要
綱
に
基
づ
き
助
成
金
の
交

付
を
受
け
た
者
」
と
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
四
年
訓
令
第
四
十
七
号
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


